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（別紙） 

 

    福知山市議会政務活動費の交付に関する条例の一部を改正する 

条例 

 

福知山市議会政務活動費の交付に関する条例（平成２４年福知山市条例第３

０号）の一部を次のように改正する。 

第１６条を第１７条とし、第１５条を第１６条とし、第１４条を第１５条と

し、第１３条の次に次の１条を加える。 

（加算金及び延滞金） 

第 14条 会派は、前条第２項の規定により政務活動費の返還を命じられたと

きは、その命じに係る政務活動費の受領の日から納付の日までの日数に応じ、

当該政務活動費の額（その一部を納付した場合におけるその後の期間につい

ては、既納額を控除した額）につき年１０．９５パーセントの割合で計算し

た加算金を本市に納付しなければならない。 

２ 会派は、前条第２項の規定により政務活動費の返還を命じられ、これを命

じられた期限（以下「納期限」という。）までに納付しなかったときは、納

期限の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納付額につき年１０．９

５パーセントの割合で計算した延滞金を本市に納付しなければならない。 

 

附 則 

  この条例は、公布の日から施行する。 


